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女川町で災害公営住宅建設事業が始動 

～女川町が陸上競技場跡地でＵＲ都市機構に建設を要請～ 

 

１ 概 要 

 

本日、女川町とＵＲは、災害公営住宅の整備についての基本協定を締結しま

した。 

本協定は、３月１日に復興まちづくりを円滑に推進するために締結した  

パートナーシップ協定に基づくものです。 

 

また、同時に宮城県及び女川町から、女川町民陸上競技場跡地地区における

災害公営住宅の建設要請がなされました。 

これにより、災害公営住宅建設事業が具体的に動き出します。 

 

２ 地区概要 

 

女川町民陸上競技場跡地地区 

・ 地区面積 約 2.6ha （位置図・区域図 別添１） 

・ 事業期間 平成 24年度～平成 26年度 

 

※ ＵＲが敷地整備、住宅の建設を行い、女川町に譲渡します。 

 

 

 

 

 

東日本大震災関係 

・ 住宅 約２００戸  中層 ＲＣ造 

・ 単身からファミリー向けの集合住宅 



  

 

３ 全体スケジュール 

 

平成 24年３月１日   パートナーシップ協定締結 

 

平成 24年５月 11日   基本協定締結 

   宮城県からの建設要請受領 

            女川町からの建設要請受領 

 

平成 24年度～      災害公営住宅建設 

 

平成 25年度 

  ～          完成、入居 

平成 26年度  

 

４ その他 

 

   ・基本協定書(別添２) 

・建設要請書(別添３) 

・パートナーシップ協定（別添４） 

・ＵＲ都市機構による震災復興の住まいづくり（別添５） 

・被災市町村との覚書・協定締結一覧（別添６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ お問合わせは下記へお願いします。 

女川町生活支援室 室長 遠藤  

    電話 ０２２５（５４）３１３１（代） 

ＵＲ都市機構 宮城・福島震災復興支援局 

建設支援第１チームリーダー 永井  

電話 ０２２（３５５）４５３１（代） 
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位置図 地区名 女川町民陸上競技場跡地地区

区域図 地区名　 女川町民陸上競技場跡地地区

女川町役場 

女川町民陸上競技場跡地地区 

女川町民陸上競技場跡地地区 



東日本大震災における災害公営住宅の整備に係る基本協定 

 

 

女川町（以下｢甲｣という。）及び独立行政法人都市再生機構（以下｢乙｣という。）は、

平成２４年３月１日に締結した「女川町と独立行政法人都市再生機構との東日本大震

災にかかる復興まちづくりの推進のためのパートナーシップ協定」第２条第５項に基

づき、東日本大震災の被災者の居住の用に供する甲の災害公営住宅（以下「住宅」と

いう。）の整備について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第 1 条 本協定は、東日本大震災からの早期復興を図るため、甲乙相互に協力して住

宅を整備するための基本的な事項を定めることを目的とする。 

 

（住宅の建設用地の選定等及び基本計画の策定） 

第２条 甲は、住宅の建設用地（以下「土地」という。）の選定を行うとともに、住

宅の戸数、附帯施設の内容、事業期間等を定めた基本計画（以下｢基本計画｣という。）

を策定することとし、乙はこれに協力する。 

 

（甲の要請） 

第３条 甲は、基本計画が策定された場合には、独立行政法人都市再生機構法（平成

１５年法律第１００号）第 14 条第 3 項の規定により、乙に対し、これを示して、

住宅の建設及び譲渡の業務（次条第２項各号に掲げる業務を含めることができる。）

の実施を要請する。 

 

（乙の業務） 

第４条 前条による甲の要請があった場合は、乙はこれに誠実に対応するとともに、

乙の実施する業務について、甲乙間で協議を行う。 

２ 乙は、住宅の建設及び譲渡を行うとともに、これに附帯する業務として、次の各

号の業務を実施するものとし、前項の協議によりその内容を決定する。 

一 土地の取得 

二 附帯施設の建設 

三 その他住宅の建設及び譲渡に必要な業務 

 

（契約締結） 

第５条 前条の規定により乙が業務を実施する場合は、甲乙間で費用負担及び住宅の

買取りについての契約を締結する。 

 

（乙の援助） 

第６条 乙は、住宅の整備に関し、情報の提供、技術的助言その他の必要な援助を行

うものとする。 
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（定めのない事項等） 

第７条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙間で誠実に

協議して定めるものとする。 

 

本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保有す

る。 

 

平成２４年 ５月１１日 

 

 

  甲 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川１３６番地 

     女川町長  須田 善明 

 

 

 

  乙 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 

独立行政法人都市再生機構   

震災復興推進役  小山 潤二 

 

 



 

平成２４年 ５月１１日  

 

 

独立行政法人都市再生機構  

震災復興推進役  小山 潤二 

 

 

宮城県牡鹿郡  

女川町長 須 田  善 明  

 

 

女川町民陸上競技場跡地地区の災害公営住宅の建設について（要請）  

 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。  

 本町の行政につきましては、平素から、ご理解ご協力をいただきありがと

うございます。  

 さて、本町では平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により甚大な

る被害を生じ、被災者のための災害公営住宅について緊急に建設する必要が

あります。  

このため、貴機構において災害公営住宅の建設（これに附帯する業務を含

む。以下同じ。）した上で、本町に譲渡していただきたく、独立行政法人都市

再生機構法（平成 15 年法律第 100 号）第 14 条第 3 項の規定に基づき、下記

のとおり災害公営住宅の建設及び譲渡に関する計画を示し、その実施を要請

します。  

 

記  

 

１ 地区の名称   女川町民陸上競技場跡地地区  

２ 事業区域    宮城県牡鹿郡女川町女川浜字大原 190 番地の一部・

261－2・310－3 番地 他（別図）  

３ 事業の内容   独立行政法人都市再生機構法第 11 条第 1 項 16 号によ

る賃貸住宅の建設及び譲渡  

４ 賃貸住宅の戸数 約２００戸  

５ 施行期間    平成２４年度から平成２６年度まで  

６ その他     本事業に関する必要な事項は、別途協議する。  
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女川町と独立行政法人都市再生機構との東日本大震災にかかる 

復興まちづくりの推進のためのパートナーシップ協定 

 

女川町（以下「甲」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「乙」という。）

は、相互のパートナーシップを確認し、東日本大震災の被災地域における復興まち

づくりを推進するため、次のとおり協定を締結する。 

 

（相互協力） 

第１条 甲及び乙は、女川町の復興まちづくりを先導的に推進することが、東日本大

震災の被災地域での復興に資するとの認識に立ち、相互に協力し、誠意をもって協

議を行い、円滑な推進に努めるものとする。 

 

（役割分担等） 

第２条 甲及び乙は、復興まちづくりを円滑かつ効果的に進めるため、企画・計画調

整、その他必要な情報交換等を行うものとする。 

２ 甲は、復興まちづくりの実施主体として、計画策定、合意形成及び事業の実施

を行う。 

３ 乙は、甲が行う前項の計画策定、合意形成及び事業の実施に専門的立場から包

括的、総合的に協力する。 

４ 甲は、乙が前項の協力を行うに当たり、乙が円滑に業務遂行できるよう、必要

な業務環境等を整えるものとする。 

５ 乙が第３項の規定に基づく協力を行うに当たっては、その具体的内容について

甲乙協議し、合意の上、別途協定書を締結するものとする。 

 

（その他） 

第３条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議し

て定めるものとする。 

 

 この協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自１通を保有

する。 

Local_User
タイプライターテキスト
別添　4

Local_User
タイプライターテキスト

Local_User
タイプライターテキスト

Local_User
タイプライターテキスト



 

 

 

 

平成２４年３月１日 

 

甲 宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川１３６番地 

女川町長  

 

 

乙 神奈川県横浜市中区本町六丁目５０番地１ 

 独立行政法人都市再生機構 

理事長  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

地方 

公共 

団体 

 

 

 

 

 

ＵＲ 

都市 

機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

◎独立行政法人 都市再生機構   （http://www.ur-net.go.jp/） 

震災復興支援室        〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町 6-50-1 

Tel 045-650-0876 Fax 045-650-0366 

宮城・福島震災復興支援局 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 4-6-1 東武仙台第１ビル７階 

Tel 022-355-4531 Fax 022-291-8891 

岩手震災復興支援局     〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル８階 

Tel 019-604-3066 Fax 019-604-3028 
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ＵＲ都市機構による震災復興の住まいづくり 

――災害公営住宅建設の支援―― 

＜東日本大震災におけるＵＲの支援状況＞ 

■ 被災者の方に一定期間無償でＵＲ賃貸住宅を提供 

■ 応急仮設住宅用地の提供（仙台市あすと長町地区、いわきＮＴ地区、盛岡南新都心地区） 

■ 応急仮設住宅建設に延べ１８１人を派遣（岩手県、宮城県、福島県） 

■ ＵＲの震災復興支援体制（平成２４年４月１日現在） 

○現地体制は１７２名（宮城・福島震災復興支援局、岩手震災復興支援局） 

○うち、個別地区の事業化支援のため、次の７市町に専任チームを配置［３３名］ 

＜岩手県＞宮古市、山田町、釜石市、陸前高田市 ＜宮城県＞南三陸町、女川町、東松島市 

○また、復興整備計画策定等の技術支援のため、次の１県９市町村に職員を派遣［１８名］ 

＜岩手県＞野田村、大槌町、釜石市、大船渡市 ＜宮城県＞気仙沼市、石巻市、名取市 

＜福島県＞福島県、新地町、いわき市 

＜参考＞阪神・淡路大震災におけるＵＲの支援活動 

■ 延べ 7,300 人を派遣し、建物応急危険度判定、宅地被害対策調査、応急仮設住宅建設を支援 

■ 最大 260 人体制の震災復興事業本部を設置し、復興まちづくりを支援 

○国・兵庫県・被災市と共同で災害復興住宅設計指針を策定 

○当初 3 年間で約 18,600 戸の災害復興住宅を整備 

○被災者・地権者等の合意形成を図り、市街地の復興事業を推進 

・市街地再開発事業 5 地区 ・土地区画整理事業 4 地区 ・住宅市街地総合支援事業 14 地区 

◎ ＵＲ都市機構の災害公営住宅建設支援フロー

（買取方式） 

※独立行政法人都市再生機構法第１４条第３項に基づく地方公共団体からの要請に基づき住宅建設を行います。 

発行日：平成 24 年 4 月 1 日 
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地域に根ざした住宅建設４

環境への配慮３

まちなか居住地イメージ

太陽光等エネルギー確保

公益的施設

避難ｽﾍﾟｰｽ
屋上庭園

防災倉庫
住宅

光る階段室

屋上緑化

太陽光エネルギー
（電気・熱）

ヒートポンプ
エアコン 燃料電池

通風や空気の流れに配慮した間取り

日射ルーバー
設置

LED照明

●省エネ徹底住宅
・高気密・高断熱住宅
 (二重サッシ･ペアガラス･屋上緑化)
・省エネ設備の導入
 (LED照明･節水･節湯水栓･高効率給湯器)

●再生可能エネルギーの導入
・太陽光パネルの設置
・風力発電・雨水利用システムの設置
・コージェネレーション設備の設置
・地域のエネルギー融通計画に協力

高気密・高断熱仕様

手押しポンプ（雨水利用）

再生可能エネルギーシステム

●津波避難ビルとなる復興住宅
・高台避難が困難な市街地では、復興住宅に
　設置する安全な高さのデッキや屋上広場へ
　の避難が有効。津波避難ビルとして活用
・災害備蓄倉庫や自家発電装置設置で、数日
　間滞在できる避難所として利用。停電時に
　避難の目印となる「まちの灯台」

●低層階の活用による賑わいの創出
・住宅の低層部は、耐震・耐波性能を確保の
　上、賑わい施設や駐車場として利用

災害避難場所
一時避難デッキ、屋上広場
災害備蓄庫、自家発電設備

認識しやすい
避難ルート

停電時の避難目標
（まちの灯台）

低層階の利活用

住宅

高台居住地イメージ

コミュニティハウス
（地域の交流・一時避難）

中層住宅

戸建住宅

ＵＲ都市機構の総合力を活かした復興住宅支援

ＵＲ都市機構は、国の政策実施機関として半世紀以上にわたり、
「人が輝く」まちづくり・住まいづくりをめざし、さまざまな取り組みを
実践してきました。全国で約７６万戸のＵＲ賃貸住宅を管理するととも
に、兵庫県や新潟県で震災復興の住宅建設、再開発・区画整理事業
に取り組んできました。

計画策定から、用地調査、造成、設計、建設、工事監理まで一貫し
て、経験豊富な各分野のエキスパートが復興住宅建設を支援します。

東日本大震災の早期復興のため、ＵＲのマンパワーが活用できます。
平成７年の阪神・淡路大震災では、当初３年間で約１８，６００戸の災
害復興住宅を建設しています。

○豊富な実績

○安心の技術力

○迅速な行動力

居住者の絆を育むｺﾐｭﾆﾃｨ食堂 交流を楽しむｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ

●高齢者の安心居住
・住み慣れた地域で、できるだけ長く
　在宅生活を続けられる住空間
・交流施設の設置や見守りサービスの
　提供
・徹底したバリアフリー対策

●地域の福祉拠点整備
・地域介護・医療・子育て等のサービ
　ス拠点の併設
・地域の民間事業者、NPO法人との連携

バリアフリー

団地内
子育て拠点

地元事業者・地元産材を活用した住宅イメージ
　　　　　　　　　　　　　　　（事例写真：岩手県営住宅）

●地域密着の住宅計画
・地域の風土、歴史、特色を生
　かした住宅計画の提案
・被災者の意見を反映した住宅
　計画づくり

●地元産業の活性化
・公共団体の要請により、地元
　事業者や地元木材等の活用

●地域の景観に配慮
・地域のまちなみや美しい景観
　に配慮した計画づくり

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じた地元意見の反映

地元産材
の活用

松島の景観（出典：宮城県ＨＰ）

高齢者・子育て層の安心居住２

地域の防災拠点整備１
ＵＲ都市機構が提案する災害復興の住まいづくり　　４つのキーワード

太陽光・熱利用
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被災市町村との覚書・協定締結一覧 

 

 

締結先市町村 締結内容［締結日等］ 

岩手県 宮古市 
覚書［４月１１日］ 

協力協定［４月１１日］ 

 〃  山田町 
覚書［１月１７日］ 

協力協定［３月２日］ 

 〃  大槌町 
覚書［３月２８日］ 

基本協定(災害公営住宅)［４月１１日］ 

 〃  釜石市 
覚書［３月９日］ 

協力協定［３月２３日］ 

〃  大船渡市 覚書［３月２８日］ 

〃  陸前高田市 
覚書［３月２日］ 

協力協定［３月２日］ 

宮城県 南三陸町 
覚書［３月２日］ 

基本協定(災害公営住宅)［５月１１日］ 

〃  女川町 
パートナーシップ協定［３月１日］ 

基本協定(災害公営住宅)［５月１１日］ 

〃  石巻市 基本協定(災害公営住宅)［３月１０日］ 

〃  東松島市 
覚書［２月２９日］ 

協力協定[３月２９日] 

〃  塩竈市 基本協定(災害公営住宅)［２月１日］ 

     〃  多賀城市 基本協定(災害公営住宅)［３月３０日］ 

福島県 新地町 
覚書［２月２９日］ 

基本協定(災害公営住宅)［２月２９日］ 

 

 今回締結 


